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こぶし

所得税の確定申告期間は2月16日～3月15日と決めら
れていますが、今年は3月15日が土曜日のため17日の月曜日が申告期限。また、暦の関係
から、うるう年には申告初日と最終日が同じ曜日になります。ただし、申告初日をずら
す規定はないため、税務署窓口は閉まっていても法律上の申告初日は2月16日のままです。

確定申告の期間と曜日

国　税／平成19年分所得税の確定申告

2月16日～3月17日

国　税／個人の青色申告の承認申請 3月17日

国　税／贈与税の申告 2月1日～3月17日

国　税／2月分源泉所得税の納付 3月10日

国　税／個人事業者の19年分消費税の確定申告

3月31日

国　税／1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月31日

国　税／7月決算法人の中間申告 3月31日

国　税／4月、7月、10月決算法人の消費税の

中間申告（年3回の場合） 3月31日

地方税／個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告 3月17日

（弥生）March

20日・春分の日3月
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今
年
四
月
か
ら
「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

現
行
で
は
、
七
五
歳
以
上
の
後
期
高

齢
者
は
、
国
民
健
康
保
険
や
被
用
者
保

険
に
加
入
し
て
保
険
料
を
払
い
な
が
ら
、

市
区
町
村
が
運
営
す
る
老
人
保
健
制
度

に
も
加
入
し
て
医
療
給
付
を
受
け
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
が
三
月
で
廃
止
さ
れ
、

四
月
か
ら
は
後
期
高
齢
者
の
た
め
の
独

立
し
た
新
し
い
医
療
保
険
制
度
（
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す
。

現
行
制
度
と
の
大
き
な
違
い
は
、
家

族
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
を
含
め
す
べ

て
の
後
期
高
齢
者
が
保
険
料
の
負
担
を

求
め
ら
れ
、
大
多
数
が
年
金
天
引
き
で

保
険
料
を
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ

と
で
す
。

こ
の
ほ
か
保
険
料
を
滞
納
し
た
人
は

被
保
険
者
証
を
回
収
さ
れ
、
被
保
険
者

資
格
証
明
書
（
以
下
、
資
格
証
明
書
と

い
う
）
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者

と
現
役
世
代
の
比
率
に
応
じ
て
、
決
定

さ
れ
ま
す
。

新
た
に
ス
タ
ー
ト
す
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
つ
い
て
、
主
な
改
正
点
を

Ｑ
Ａ
方
式
で
解
説
し
ま
す
。

資
格
取
得
・
喪
失
の
時
期

被
保
険
者
資
格
取
得
の
時
期
と
喪

失
の
時
期
を
教
え
て
下
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

資
格
の
取
得
時
期
は
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
で
す
。

①

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
を
行
う

た
め
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に

す
べ
て
の
市
区
町
村
が
加
入
す
る

広
域
連
合
の
こ
と
で
、
以
下
、
広

域
連
合
と
い
う
）
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
人
（
六
五
歳
以
上
七

五
歳
未
満
で
あ
っ
て
、
障
害
の
認

定
を
受
け
た
人
を
除
く
）
が
七
五

歳
に
な
っ
た
と
き
。

②

七
五
歳
以
上
の
人
が
広
域
連
合

の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至

っ
た
と
き
。

③

広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を

有
す
る
六
五
歳
以
上
七
五
歳
未
満

の
人
が
、
障
害
者
の
認
定
を
受
け

た
と
き
。

④

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受

け
な
く
な
っ
た
と
き
な
ど
。

一
方
、
被
保
険
者
は
、
広
域
連
合

の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ

た
と
き
や
障
害
の
状
態
が
解
消
し
た

と
き
な
ど
一
定
の
事
由
に
該
当
し
た

と
き
に
は
、
そ
の
翌
日
に
資
格
を
喪

失
し
ま
す
。

新
制
度
実
施
後
の
後
期
高
齢
者

現
在
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
て

い
ま
す
が
、
平
成
二
十
年
四
月
以
後

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
す
か
。

新
制
度
が
始
ま
る
と
、
後
期
高

齢
者
は
現
在
加
入
し
て
い
る
国
民
健

康
保
険
や
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し
、

後
期
高
齢
者
だ
け
の
独
立
保
険
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
加
入
後
は
、

今
ま
で
加
入
し
て
い
た
国
民
健
康
保

険
や
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
で
は

な
く
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
平
成
二
十
年
四
月

時
点
で
す
で
に
七
五
歳
以
上
の
後
期

高
齢
者
は
、
自
動
的
に
後
期
高
齢
者

医
療
の
被
保
険
者
と
な
り
、
四
月
以

降
に
七
五
歳
に
な
る
人
は
、
七
五
歳

の
誕
生
日
か
ら
や
は
り
自
動
的
に
被

保
険
者
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
七
六
歳
の
夫
が
健
康

保
険
の
被
保
険
者
、
妻
は
七
三
歳
で

そ
の
被
扶
養
者
と
い
う
よ
う
な
場
合
、

四
月
以
降
は
、
夫
は
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
に
、
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
妻
は
七
五
歳
未
満
で
あ
る
た
め
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
、
国
民

健
康
保
険
の
保
険
料
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
納
付
方
法

保
険
料
の
算
定
方
法
と
納
付
方
法

に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

保
険
料
は
、
被
保
険
者
均
等
割

（
応
益
割
額
）
と
所
得
割
（
応
能
割
額
）

の
合
計
額
が
、
被
保
険
者
単
位
で
算

定
さ
れ
ま
す
。

被
保
険
者
均
等
割
と
は
、
被
保
険

者
一
人
ひ
と
り
が
均
等
に
負
担
す
る

額
の
こ
と
で
、
所
得
額
に
よ
り
軽
減

（
二
割
、
五
割
、
七
割
）
措
置
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
所
得
割
と
は
、
被

保
険
者
の
算
定
対
象
所
得
（
総
所
得

金
額
―
基
礎
控
除
）
に
保
険
料
率
を

掛
け
た
額
で
す
。

保
険
料
率
、
賦
課
限
度
額
は
国
で

定
め
る
算
定
基
準
に
基
づ
き
、
広
域

連
合
が
条
例
で
定
め
ま
す
。

納
付
方
法
は
、
年
金
月
額
一
万
五

千
円
（
年
額
一
八
万
円
）
以
上
の
人

は
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

後
期
高
齢
者 

医
療
制
度
が 
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さ
れ
、
一
万
五
千
円
に
満
た
な
い
人

は
送
付
さ
れ
て
く
る
納
付
書
に
よ
り

現
金
で
納
付
（
普
通
徴
収
）
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
を
滞
納
し
た
と
き

普
通
徴
収
さ
れ
て
い
る
人
が
、
ど

う
し
て
も
保
険
料
を
支
払
え
な
い
と

き
は
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

保
険
料
の
納
期
限
か
ら
一
年
が

経
過
す
る
ま
で
の
間
に
保
険
料
を
納

付
し
な
い
場
合
は
、
特
別
な
事
情
を

除
き
、
被
保
険
者
証
が
没
収
さ
れ
、

そ
の
代
わ
り
に
資
格
証
明
書
が
交
付

さ
れ
ま
す
。
資
格
証
明
書
は
、
被
保

険
者
証
と
異
な
り
、
診
療
を
受
け
た

と
き
に
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
医

療
費
の
全
額
を
支
払
い
、
後
で
九
割

（
現
役
並
み
所
得
者
は
七
割
）
相
当
額

を
返
し
て
も
ら
う
た
め
の
「
特
別
療

養
費
」
の
請
求
手
続
き
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

な
お
、
一
年
経
過
前
で
あ
っ
て
も
被

保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

短
期
証
の
発
行

保
険
料
を
一
年
間
滞
納
し
た
だ
け

で
一
〇
割
負
担
と
な
る
の
で
す
か
。

広
域
連
合
は
、
資
格
証
明
書
を

交
付
す
る
前
に
、
有
効
期
間
の
短
い

短
期
証
（
被
保
険
者
証
と
同
じ
で
、

診
療
を
受
け
た
際
に
は
、
医
療
機
関

の
窓
口
で
一
割
（
現
役
並
み
所
得
者

は
三
割
）
相
当
額
を
負
担
す
れ
ば
よ

い
）
を
発
行
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

保
険
料
滞
納
期
間
が
長
期
に
及

ぶ
と
き

一
年
経
過
後
も
引
き
続
き
保
険
料

を
支
払
え
な
い
場
合
は
、
何
か
罰
則

で
も
あ
る
の
で
す
か
。

特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を

滞
納
し
、
そ
の
納
期
限
か
ら
一
年
六

カ
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
保
険

料
を
納
付
し
な
い
場
合
は
、
特
別
療

養
費
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
支
払
が

一
時
差
し
止
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
で
も
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
る
と
き
は
、
被
保
険
者
に
通
知

し
て
、
一
時
差
止
に
か
か
る
特
別
療

養
費
の
額
か
ら
滞
納
し
て
い
る
保
険

料
を
徴
収
で
き
る
規
定
が
設
け
ら
れ

ま
し
た
。

特
別
の
事
情

保
険
料
滞
納
が
認
め
ら
れ
る
特
別

の
事
情
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
か
。

具
体
的
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
資
格
証
明
書

で
は
な
く
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ

ま
す
。

①

被
保
険
者
ま
た
は
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
（
以
下
、
滞

納
被
保
険
者
等
と
い
う
）
が
、
災
害

を
受
け
た
り
盗
難
に
あ
っ
た
と
き
。

②

滞
納
被
保
険
者
等
や
生
計
を
一

に
す
る
親
族
が
ケ
ガ
・
病
気
に
な

っ
た
と
き
。

③

滞
納
被
保
険
者
等
が
事
業
を
廃

止
ま
た
は
休
止
し
た
と
き
。

④

滞
納
被
保
険
者
等
が
事
業
で
著

し
い
損
失
を
受
け
た
と
き
。

⑤

滞
納
額
が
著
し
く
減
少
し
た
と

き
な
ど
。

被
扶
養
者
の
保
険
料

被
扶
養
者
に
も
保
険
料
が
課
さ
れ

る
よ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由

か
ら
で
す
か
。

保
険
料
の
徴
収
方
法
が
世
帯
ご

と
か
ら
個
人
ご
と
へ
変
わ
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
保
険
料
の
負
担
が
な
か
っ

た
被
扶
養
者
（
家
族
）
か
ら
も
徴
収

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
五
歳
以
上

の
被
扶
養
者
に
つ
い
て
は
、
無
収
入

で
あ
っ
て
も
新
た
な
負
担
が
発
生
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
に
か
か
る
特
例
措
置

保
険
料
負
担
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
そ
う
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
た
の
で
す
か
。

法
改
正
時
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
か
ら
二
年
間
、
被
保
険
者
均
等

割
が
五
割
軽
減
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
見
直
し

で
、
平
成
二
十
年
四
月
か
ら
六
カ
月

間
は
無
料
、
そ
の
後
六
カ
月
間
は
被

保
険
者
均
等
割
が
九
割
軽
減
、
平
成

二
十
一
年
四
月
か
ら
一
年
間
は
五
割

軽
減
と
な
る
特
別
措
置
が
と
ら
れ
ま

す
。

一
部
負
担
金

後
期
高
齢
者
は
、
保
険
料
の
ほ
か

に
、
診
療
を
受
け
た
と
き
に
は
、
一

部
負
担
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
か
。

療
養
の
給
付
等
を
受
け
た
と
き

に
は
、
患
者
は
次
の
一
部
負
担
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
　
②
以
外

…
…
…
…
…
…
…
一
割

②

現
役
並
み
所
得
者

…
…
…
三
割

★
保
険
料
に
関
し
て
は
、
取
り
扱
い
が

異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
住
所
地

の
市
区
町
村
に
ご
相
談
下
さ
い
。
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事
業
主
と
被
保
険
者
は
、
原
則
と
し

て
、
社
会
保
険
料
額
を
折
半
負
担
（
任

意
継
続
被
保
険
者
は
全
額
を
負
担
）
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
①

使
用
関
係
が
存
続
し
て
い
る
被
保
険
者

が
休
職
中
で
あ
る
場
合
、
②
傷
病
手
当

金
を
受
給
中
も
受
給
後
も
病
気
が
治
ら

ず
、
そ
の
療
養
の
た
め
働
く
こ
と
が
で

き
ず
報
酬
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
、
③

被
保
険
者
資
格
取
得
の
届
出
が
遅
れ
た

場
合
な
ど
で
も
、
被
保
険
者
資
格
を
喪

失
し
て
い
な
い
限
り
、
両
者
に
は
保
険

料
の
負
担
義
務
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
事
業
主
は
、
金
額
の
多
少
を

問
わ
ず
、
被
保
険
者
及
び
自
己
の
負
担

す
べ
き
保
険
料
を
一
括
し
て
納
付
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
被
保

険
者
が
負
担
す
る
保
険
料
を
被
保
険
者

の
報
酬
か
ら
控
除
で
き
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中小企業労働時間
適正化促進助成金

中小企業労働時間適正化促進助成金は、特

別条項付き時間外労働協定（臨時的に時間外

労働の限度時間を超えて時間外労働を行う場

合の協定）を締結している中小事業主等が、

働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に

取り組んだ場合に、その実施内容に応じて支

給されるものです。本助成金の主な受給要件

は、次のとおりです。

（1）次の事項を盛り込んだ「働き方改革プラ

ン」（以下プラン。実施期間は１年間）を、

労働者代表等の意見を聴いた上で作成し、

都道府県労働局長の認定を受けていること。

① 次のいずれかの措置（①と②を時間外

労働削減等の措置という）を実施したこ

と。

イ　特別条項付き時間外労働協定の対象

労働者を半分以上減少させる

ロ　１カ月の限度時間を超える時間外労

働にかかる割増賃金率を35％以上に、

または月80時間超の時間外労働にかか

る割増賃金率を50％以上に自主的に引

き上げる

②　次のいずれかの措置を講じること。

イ　年次有給休暇の取得促進

ロ　休日労働をする労働者数の削減

ハ　ノー残業デー等の設定

③　次のいずれかの措置を講じること。

イ　業務の省力化に資する設備投資

（300万円以上のものに限る）等の実施

ロ　新たな常用労働者の雇入れ

（2）時間外労働削減等の措置、省力化投資等

の措置または雇入措置を完了していること。

（3）賃金台帳、出勤簿、現金出納帳、総勘定

元帳等必要な帳簿を完備していること。

支給額は、プランに従い、特別条項付き

時間外労働協定や就業規則等の整備を行っ

た場合に50万円、前掲の各措置を完了した

場合に50万円、計100万円が支給されます。

介護保険は、「加齢に伴って生ずる心身の
変化に起因する疾病等により要介護状態とな
り､入浴､排せつ､食事等の介護､機能訓練その
他の医療を要する人等について、これらの人
の能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう､必要な保健医療サービスや福祉
サービスにかかる給付を行う」ために創設さ
れた制度です。
つまり、高齢者等が介護を必要とする場合

には、かかりつけ医による医学的管理等、訪
問看護、訪問・通所によるリハビリテーショ
ン等、介護療養型医療施設や老人保健施設等
の医療提供施設への入院または入所が介護保
険で行われます。
一方、医療保険は、仕事以外のケガや病気

などに関する保険給付です。
したがって、要介護者が新たな病気にかか

ったり、病状が悪化した場合など治療が必要
となったときには、一般の保険医療機関等で、
外来・入院いずれの医療も受けられます。

要介護者が病気になったとき


